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秋田県公報

告　　　　　　　　示

　　　告　示
　○秋田県計量法関係手数料等徴収条例第５条の規定による知事の定める場所（１６７・産業政策課）……………１

秋田県告示第167号
　秋田県計量法関係手数料等徴収条例（平成12年条例第86号）第５条の規定により、次のとおり知事の定める場所を定
め、平成22年４月１日から施行する。
　　平成22年４月１日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
　　秋田県秋田市川尻若葉町１番５号
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